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生活保護制度の概要

○最低生活の保障

⇒ 資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施

○ 自立の助長

（１） 生活保護制度の目的

最低生活の保障

①資産、能力等をすべて活用することが保護の前提
・不動産、自動車、預貯金等の資産

・稼働能力の活用

・扶養義務者からの扶養

・年金、手当等の社会保障給付 等

②支給される保護費の額

・厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給

◇保護の開始時に調査
（預貯金、扶養義務者の状況及び扶養能力、年金、手当
等の額、傷病の状況等を踏まえた就労の可否等）

◇保護適用後にも届出を義務付け

最 低 生 活 費

年金等の収入

支給される保護費

収入としては、就労による収入、年金等社会保障の給付、親族に
よる援助等を認定。
預貯金、保険の払戻し金、不動産等の資産の売却収入等も認定
するため、これらを使い尽くした後に初めて保護適用となる。

自立の助長

・世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査

・就労の可能性のある者への就労指導、病院入院者の在宅への復帰促進 等 １



（２） 生活保護の実施体制

① 福祉事務所の設置

◇ 都道府県及び市は、福祉事務所を設置しなければならない。

◇ 町村は、福祉事務所を設置することができる。

○設置数
全国 １，２３３カ所

都道府県の設置する福祉事務所：２４６カ所
市の設置する福祉事務所：９７９カ所
町村の設置する福祉事務所：８カ所 （平成１８年４月現在：厚生労働省社会・援護局調べ）

② 職員の配置

◇ 福祉事務所には、所長、査察指導員(指導監督を行う所員)及び現業員(ケースワーカー)を置かなければならない。

◇ 現業員の定数は、被保護世帯数８０世帯につき１人（市部）又は６５世帯に１人（郡部）を標準。

（３） 費用負担

◇ 人件費等の業務に要する費用は、地方自治体の負担。

◇ 保護費は、国が３／４、地方自治体が１／４の負担。
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→【保護の要件を審査】

面 接 相 談

保 護 申 請

保 護 決 定

保 護 受 給

保 護 廃 止

○ 世 帯 の 現 状 聴 取 → 相談者の主訴を傾聴し、そのニーズを的確に把握 
○ 生 活 保 護 制 度 の 説 明 → 生活保護の受給要件等について説明 
○ 他法他施策の活用助言 → 年金、手当、介護保険、障害者施策、生活福祉資金等の活用について助言  
○ 申 請 書 の 交 付 ・ 受 理 → 申請意思の確認、申請手続の援助 

○ 家 庭 訪 問 → 生活歴や職歴の聴取、家族や親族の状況聴取 
○ 資 産 調 査 の 実 施 → 預貯金、生命保険、不動産の保有状況を金融機関や法務局等へ調査 
○ 病 状 調 査 の 実 施 → 主治医からの聴取（主治医訪問）、嘱託医協議等を通じて病状を把握 
○ 稼 働 能 力 活 用 状 況 の 把 握  →  病状調査による本人の就労阻害要因や疾病に関する医師の診断、これを踏まえた本人 

の求職活動の状況及び地域の求人状況等を総合的に勘案して判断 
○ 扶 養 調 査 の 実 施 → 戸籍等による扶養義務者の存否確認や扶養照会を実施 
○ 他法他施策の活用状況の調査 → 年金受給権の有無、介護保険や障害者施策等の活用の可能性を調査 

生活保護業務の全体像

○ 自 立 支 援 → 処遇方針を踏まえ、被保護世帯の多様な問題に対応した支援、ハローワーク等関 
係機関との連携 

                                            例）母子世帯に対する就労支援、長期入院患者や精神障害者に対する退院促進 
○ 家庭訪問による被保護者の生活実態の把握、生活ニーズの把握 
○ 保護受給中の定期的な調査の実施  →  収入申告書の徴取、課税調査の実施等 
○ 被保護者の状況の変化に応じた処遇方針の見直し 
○ 指 導 指 示 の 実 施 → 特に就労阻害要因のない者が求職活動に努力していない場合等について、指導指 

示を行い、これに従わない場合には、所要の手続きを経て保護の停廃止を決定 

○ 保護の要否判定及び程度の決定、保護費の算定及び支給決定事務 
○ 処遇方針の策定 → 個々の被保護者の実情に応じた処遇方針の作成、ケース診断会議の実施 
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被保護者に対する自立支援について

○ 生活保護の目的

① 最低生活費の支給

② 自立の助長

○ 自立の助長の内容

① 日常生活自立→入院から在宅復帰 等

② 社会生活自立→ひきこもり防止、社会参加等

③ 経済的自立 → 就労

○ 課題

【被保護世帯】

・ 被保護世帯の抱える多様な問題に対応できて
いるか。

－ 精神疾患、高齢者等の傷病（社会的入院を含む）

－ ＤＶ、虐待

－ 若年無業者（ＮＥＥＴ）、多重債務、元ホームレス等

【保護の実施機関】

・ 組織的に対応する体制ができているか。

－ ケースワーカー個人の経験等に依存。

現状

○ 自立支援プログラムの導入（平成１７年度～）

・ 保護の実施機関が策定し、組織的に取組み

・ 策定状況 （平成１７年１２月末現在）

２８５の自治体（保護の実施自治体８２８の３４％）で
５８５のプログラムを策定

・ 今後の取組

全自治体での策定、モデル事例の紹介、実施
体制の強化等

○ 生活保護受給者就労支援事業の創設

（平成１７年度～）

・ 福祉事務所とハローワークが連携し就労支援

取組み

① 管内の被保護世帯全体の状況を把握

② 被保護者の状況や自立阻害要因を類型化し、
それぞれの類型ごとに対応する個別の支援
プログラムを策定

③ これに基づき個々の被保護者に必要な支援
を保健所、医療機関、ハローワーク、ＮＰＯ等
とも連携しつつ、組織的に実施

（例１） 高齢者→傷病や閉じこもりを防止し、健康的な
自立生活を維持するプログラム

（例２） 精神障害者・高齢者→長期入院を防止・解消し、
居宅生活の復帰・維持を目指すプログラム

（例３） 稼働能力を有する者→就労に向けた具体的取
組を支援し、就労を実現するプログラム
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○現業員の状況

総 数
現業員数が標準数を
満たしている福祉事務所

現業員数が標準数に
不足している福祉事務所

年度 福祉事務所数 現業員数 標準数 事務所数
標準数を超える
人員の合計

事務所数
標準に不足する
人員の合計

５５ １，１６２ １０，４１６ ９，５６２ １，０３９ － １２３ －

１４ １，１９８ １０，８４７ １０，７２５ ９４７ ９８０ ２５１ ８５８

１５ １，２１２ １１，４０８ １１，５３４ ９４３ ９６３ ２６９ １，０８９

６０ １，１７５ １０，９８９ ９，９１８ １，０５７ － １１８ －

２ １，１９６ １０，３４９ ８，００８ １，１９０ － ６ －

７ １，１９８ ９，２７７ ７，４４４ １，１７９ － １９ －

１２ １，２００ １０，１０２ ９，２８３ １，０５３ － １４７ －

１６ １，２２５ １１，９４４ １２，２１０ ９４４ ９３２ ２８１ １，１９８

（出典）生活保護法施行事務監査資料

「－」は統計なし
６



○現業員の現業経験１年未満の者の状況の推移

年度 現業員の総数（Ａ）
現業経験１年未満

の者の数（Ｂ）
割 合（Ｂ／Ａ）

５５
人

１０，４１６

人

１，９７１

％

１８．９

６０ １０，９８９ ２，２５２ ２０．５

２ １０，３４９ ２，１０９ ２０．４

７ ８，９４６ ２，０６１ ２３．０

１２ １０，１０２ ２，３２５ ２３．０

１４ １０，８４７ ２，５７７ ２３．８

１５ １１，４０８ ２，８４０ ２４．９

１６ １１，９４４ ２，８４６ ２３．８

（出典）生活保護法施行事務監査資料
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② 各自治体は、従来から、就労支援や面接相談等の業務を非常勤職員によって実施
するとともに、業務の外部組織への委託なども推進。

① 生活保護の決定・廃止決定は、自治体又はその管理に属する行政庁（福祉事務所）
の長の名において行う必要があるが、これら以外に福祉事務所の業務遂行に当たっ
て、非常勤職員の雇用や外部委託を禁止する規制はない。

③ 国としても、自治体における次の事業に対して、セーフティネット支援対策等事
業費補助金（一部は、10/10補助）を交付し、自治体の取組を推進。

ⅰ)自立支援プログラム策定実施推進事業
自立・就労支援のための福祉事務所の実施体制、多様かつ重層的な自立支援プログラムのメニューを整備する事業

ⅱ）生活保護適正化実施推進事業

面接相談員の体制整備、医療扶助のレセプト点検・収入資産調査の充実強化、生活保護関係職員の研修などを推進する事業

福祉事務所業務の外部委託について

具体例

・埼 玉 県 就労支援について埼玉県雇用対策協議会に、自立相談について埼玉県社会福祉士会に委託

・横 浜 市 就労支援員として非常勤職員を雇用

・新 宿 区 就労支援・日常生活支援の事業をNPO法人に委託

・大 阪 市 非常勤職員を雇用し、高齢者の家庭訪問を実施

・川 崎 市 面接相談員としてケースワーカーＯＢを雇用

・名古屋市 生活保護システム入力業務を民間企業に委託、レセプト点検を民間企業に委託
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① 平成１２年に、ケースワーカー（常勤公務員）の配置基準を最低基準数から標準

数に改正。弾力的運用も可能。
➢ 困難事例を多く抱えるケースワーカーは担当する被保護世帯数を少なくし、高齢者等を多く抱える
ケースワーカーは担当世帯数を多くするなど、現場の実状に応じて、メリハリを付けることは可能

④ 自治体は、標準数の維持・強化を求めるところが大半であり、多くの自治体では、

この標準数を目安として、ケースワーカーの人員確保に努めているところ。非常勤

職員や外部委託を標準数の算定に充てることによりケースワーカー数を削減したい

という意見は無く、また、生活保護受給者数が増加を続け、生活保護の適正実施と

自立支援の取組の強化が求められている現下の状況において、ケースワーカー数を

削減できる状況にはない。

③ このため、自治体では、非常勤職員の雇用や業務の外部委託を進め、限られた

ケースワーカーの業務を集中・集約化して、生活保護行政の適正な実施を進めてい

るところ。

ケースワーカーの配置基準について

② 現在のケースワーカーの業務は、複雑・多様化。
➢ 高齢者世帯が増加し、訪問業務は軽減されても、病状調査や年金受給権の有無、介護保険・障害者
施策等の活用可能性の調査などが増加

➢ 被保護世帯が抱える問題は多様化（精神疾患、ＤＶ、虐待、ＮＥＥＴ、多重債務、元ホームレス等）
➢ 自立・就労支援の取組強化という新たな業務に対応が必要

⑤ よって、常勤職員のみを算定している現行の取扱いを維持することが適当。
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会計検査院実地検査指摘（平成１８年９月）

会計検査院検査対象 ２０都道府県１４５福祉事務所

① 被保護者３７８人について、年金の受給権が発生しているのに年金の裁定請求手続

が行われず、年金を受給していない事態が見受けられた。被保護者が年金を受給して

いれば、平成１２年度から１８年度までの支給済保護費を３億４１４０万円低減できたと

認められる。

（発生原因）・年金受給資格の調査が不十分
・特別支給の老齢厚生年金の受給資格の確認が不十分
・年金制度に対する理解が不足

② 被保護者９１４人について、障害者自立支援法（旧精神保健福祉法）に基づく公費負

担医療の対象となり得るのに、その適用が適切に行われていない事態が見受けられた。

公費負担医療を適切に活用すれば、平成１６、１７年度の支給済保護費を１億７７４２万

円低減できたと認められる。

（発生原因）・被保護者の病名の確認が不適切

・被保護者が通院する医療機関の主治医等との連絡が不十分

会計検査院の指摘事項
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